平成19年６月１日

「工賃水準ステップアップ２年次事業」モデル事業

（(1)継続実施施設）実施要綱

１．目　的

　　社会福祉法人全国社会福祉協議会（以下「本会」という）は、国庫補助を得て実施する「工賃水準ステップアップ２年次事業」の一部を授産施設等の運営法人に業務委託するにあたり、「モデル事業（(1)継続実施施設）実施要綱」を定めるものとする。

２．事業の実施主体

　 「工賃水準ステップアップ２年次事業」モデル事業（(1)継続実施施設）の実施主体は本会とし、事業の実施にあたって本会の種別協議会である全国社会就労センター協議会と協力して進めるものとする。

３．委託先

　　本会は、この実施要綱によるモデル事業（(1)継続実施施設）（以下「モデル事業(継続)」という）が実施可能な授産施設等（以下「モデル施設(継続)」という）を選定し、当該施設の運営法人に委託する。

４．委託数

　　委託数は６か所以内とする。

５．委託金額

　　委託金額は１か所あたり、1,500,000円（消費税等込み）以内とする。

６．受託者が実施するモデル事業（継続）の内容

　　平成18年度に策定した具体的数値目標および改善計画をふまえ、２年次事業として下記の取り組みを実施し、目標達成に向けたさらなる工賃の引上げを図る。

　(1)「２年次事業実施計画書」の策定・計画の実行

　　　２年次事業の実施計画（「２年次事業実施計画書」）として、①２年次目標の達成に向けた「法人・施設の主体的取り組み実行計画」、②職域の専門家や経営コンサルタント等による「２年次コンサルティング計画」、③専門性の向上に向けた「施設職員・利用者の専門研修受講および施設内研修実施計画」、を策定し、計画を実行する。

　(2) モデル事業（継続）推進のための地域ネットワーク会議（仮称）の設置運営

　　　モデル事業（継続）を推進し、工賃アップに資するために必要な職域の専門家や経営コンサルタント、福祉関係者、企業、行政等の参加を得た地域ネットワーク会議（仮称）を継続して設置し、定期的に開催する。

　(3) モデル事業（継続）の報告書のとりまとめと提出

　　　本会が示す様式等に基づき２年次事業実施計画書と経過報告書を平成19年８月末日までに提出する。その後、本会が示す様式等に基づき委託事業完了報告書と経過報告書を平成20年３月７日までに本会に提出するものとする。

　(4) その他モデル事業に必要な事項

７．本会は、契約を締結するにあたって受託者から、２年次事業実施計画書(案)（様式１）を提出させるものとする。

８．委託費の算定

　　委託業務に係る経費費目及び算定基準は、次のとおりとする。

　(1) 事業費

　　　諸謝金、旅費、賃借料、印刷製本費、業務委託費、一般管理費に区分してそれぞれ次により算定する。

　　ア．諸謝金

　　　　事業の実施に必要な会議の委員、専門家、研修会講師等に対する謝金であって、別紙「委託費算定書」により算定される額とする。ただし、これによりがたい場合は、本会と当該受託者が協議のうえ算定される額とする。

　　イ．旅費

　　　　事業の実施に必要な旅費又は打合せ会、調査、研修会の実施・受講等に要する旅費であって、別紙「委託費算定書」により算定される額とする。ただし、これによりがたい場合は、本会と当該受託者が協議のうえ算定される額とする。

　　ウ．賃借料

　　　　事業の実施に必要な研修会の企画・開催に要する会場使用料等の賃借料であって、別紙「委託費算定書」により算定される額とする。ただし、これによりがたい場合は、本会と当該受託者が協議のうえ算定される額とする。

　　エ．印刷製本費

　　　　事業の実施に必要な研修会の企画・開催に要する印刷製本費であって、別紙「委託費算定書」により算定される額とする。ただし、これによりがたい場合は、本会と当該受託者が協議のうえ算定される額とする。

　　オ．業務委託費

　　　　事業の実施に必要な職域の専門家や経営コンサルタント等への業務委託に要する費用であって、別紙「委託費算定書」により算定される額とする。ただし、これによりがたい場合は、本会と当該受託者が協議のうえ算定される額とする。

(2) 一般管理費

一般管理費は、法人が業務委託を管理する費用で、その金額はア～オの合計額に10％を乗じて得た額の範囲内とする。ただし、１円未満の端数は切り捨てるものとする。

９．委託契約の締結

　(1) 本会は、受託者から提出された２年次事業実施計画書(案)の内容を審査し、承認した時は、契約を締結するものとする。

　(2) 業務委託契約書（様式２）は、正本２通作成し、双方押印のうえ、各自１通を保管するものとする。

　(3) 業務委託契約書は２年次事業実施計画書(案)を添付するものとする。

10．実施計画書の変更

受託者は、２年次事業実施計画書の内容に大幅な変更がある場合には、本会の承認を得なければならない。

11．完了報告書の提出

　　受託者は、受託業務が完了したときは、完了の日の翌日から起算して５日又は契約期間の末日のいずれか早い日までに受託事業完了報告書（様式３）を本会に提出しなければならない。

12．検査及び委託金額の確定

　　本会は、受託者から受託事業完了報告書の提出を受けたときは、速やかに検査を行うものとする。検査の結果、２年次事業実施計画書に定める内容に適合すると認めたときは委託費の額を確定し、受託者に通知するものとする。

13．支払い

　(1) 受託者は、委託費の額の確定通知書を受理した後、請求書（様式４）により請求するものとする。

　(2) 本会は、請求書を受理した日から30日以内に受託者に支払うものとする。

付　則

　この取扱い要領は、平成19年６月１日から実施し、平成20年３月31日に終了する。

